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外国人参政権問題の整理

最高裁での外国人参政権に関する判断
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 
永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。 
判決は本論において「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
事はできない」とし、傍論部分において「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講
ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。 しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら
国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない 」と述べていま
す（最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁）。 

関連項目 

外国人参政権に関する国内の学説状況

参考サイト 

ちゃんと判例読んでる？ - 3L

外国人参政権に関する国内の学説状況
日本の憲法学会において、外国人の選挙権を巡る学説は以下のように分類されます。 
①国政禁止・地方禁止（伝統的見解であり、80年代までは学説のほとんどがこの見解） 
②国政禁止・地方許容（現在における通説） 
③国政許容・地方許容（少数者が主張する説） 
④国政許容・地方要請（少数者が主張する説） 
⑤国政要請・地方要請（極めて少数者が主張する説） 
出展：長尾一紘「外国人の参政権」p.3 

最高裁の判断は、国政禁止・地方許容の「許容説」の立場に立っているといわれていますので、 判例・通説共に外国人参政権は国
政禁止・地方許容で国の立法政策に関わる事（地方参政権を付与しても、付与しなくても合憲である）と捉える事が一般的な見解
になります。 

但し、②の説が「通説」かどうかは争いがあり、最有力の学説という点では争いはありませんが、論者によっては有力説として取り
扱う事もあり、「全面要請説」を採る辻村みよ子氏の『憲法』だと、以下のように紹介されています（論者の性質上、割引が必要に
なります）。 
(1)全面(国政地方)禁止説/かつての通説 
(2)全面許容説 /最近の有力説 
(3)全面要請説/ 
(4)国政禁止地方許容/最近の有力説 
(5)国政禁止地方要請 / 
(6)国政許容地方要請/ 

関連項目 

法律的な基礎知識/判例の先例拘束力や射程は、どの程度までと捉えるのが一般的なのでしょうか？

参考サイト 

外国人参政権反対派に答える※許容説の立場での説明

｢外国人参政権反対派に答える｣のブコメに関して - frsatti - はてなハイク

海外での外国人参政権の状況

外国人参政権 - Wikipedia 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9 
外国人に、国籍にかかわらず、全ての国内で、国政または地方自治、選挙権または被選挙権を与えている国は、アイルラン
ド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、ハンガ
リー、スロバキア、スロベニア、ロシア、リトアニア、エストニア、ニュージーランド、ベネズエラ、チリ、ウルグアイ、韓国、
イスラエル、マラウェイの22カ国である。 
これらの国々も滞在期間や在留資格などで参政権を与える外国人を制限しており、外国人であっても誰でも参政権が与
えられるのはアイルランドだけである。 
その他、EU加盟国、英連邦加盟国同士や、近隣国の間で国籍を限定した外国人参政権を認めた国がある。また、限られた地
方自治体の中で外国人参政権を認めている国もある。それらを合計しても外国人参政権を認めている国は39ヶ国で、外
国人参政権を認めていない国は多い。 

国名
国
政

地方参政権（特定国出身者） 地方参政権（一般の定住外国人） 備考

欧州地域



イギリス △ ○（英連邦国民、愛国民など） × EU市民にも地方参政権

アイルランド △ － ○ 国政はイギリス国民のみ

フランス × ○
×（旧植民地からの移民も選挙権無
し）

EU市民のみ

ドイツ ×
○（EU市民、郡及び市町村の
み）

× EU市民も州の参政権は対象外

イタリア × ○（首長の被選挙権は除く） × EU市民のみ

ベルギー × ○（EU市民） △（5年以上の居住、被選挙権無し）

オランダ × ○（EU市民、6週間の居住） △（5年以上の居住） 相互主義を憲法で明記

ルクセンブルク × ○（EU市民） △（5年以上の居住、被選挙権無し） 注釈②

スウェーデン × － ○（3年以上の居住）

デンマーク × － ○（3年以上の居住）

ノルウェー × － ○（3年以上の居住）

フィンランド × － ○（2年以上の居住）

アイスランド × ○（EU市民、3年以上の居住） ○（5年以上の居住）

スペイン × ○（EU市民） ×
ノルウェー国民は3年以上の居
住

ポルトガル × ○（注釈①） × EU市民と旧植民地出身者限定

スイス × △（注釈③） × 一部の州のみ

オーストリア × ○（EU市民、市町村のみ） × EU市民も州の選挙権は対象外

ハンガリー × － ○ 全ての外国人が対象

チェコ × ○ × EU市民のみ

スロバキア × － ○（永住者、全外国人）

スロベニア × － ○（永住者）

ギリシア × ○（10年以上の居住） × EU市民のみ

マルタ × ○（6ヶ月以上の滞在） × イギリス国民のみ対象

ロシア × － ○（永住者、全外国人） EU非加盟

リトアニア × － ○（永住者、全外国人）

エストニア × － ○（永住者、全外国人） 5年以上の居住実績

トルコ × × ×

北中米地域

アメリカ × × ×

カナダ × ○ × 英連邦国民のみ

オセアニア地域

オーストラリア △ △ × 英連邦国民のみ

ニュージーラン
ド

○ ○ × 被選挙権は英連邦国民のみ

アジア地域

中国 × × ×

台湾 × × ×

韓国 × － ○（永住者、年収による制限あり） 50万ドル以上の投資等が条件

日本 × × ×

関連項目 

国籍制度・重国籍

参考サイト 

外国人参政権をめぐる論点 - 国立国会図書館総合調査※リンク先PDF注意

外国人参政権に関する世論調査の結果
川崎市（1993年） 
外国籍市民の市政参加 割合

是非とも必要 29.8%

どちらかといえばあったほうがよい 30.1%

必要ない 23.8%

無回答 16.2%
出展：梶田孝道「外国人参政権」 

神奈川県（2007年） 
設問：国内在住の日本国籍を有していない人（外国人）は、地方公共団体の議員や長の選挙権（投票権）がありませんが、どう思い



ますか？ 
選挙権は日本国民の権利とされているので、今のままでよい 50.1%

地方公共団体の議員や長の選挙権を外国人にも認めるべきである 27.3%

わからない 16.0%

その他 3.0%

無回答 3.0%
調査データ：3000人（アンケート）、回収率47.1% 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/senkan/enquete/3_11.html 

朝日新聞（1994/03/09） 
地方参政権（選挙権・被選挙権） 割合

認める 47%

認めない 41%

その他 12%
※認めるのうち、近畿57%、関東48% 
調査データ：3000人（面接）、回収率77% 

毎日新聞（1995/03/29） 
地方の首長・議員の参政権（選挙権・被選挙権とも） 全体 男 女

与えるべきだ 41% 46% 36%

与えるべきでない 17% 20% 15%

どちらでもよい 22% 21% 23%

わからない 19% 13% 24%
調査データ：3000人（面接）、回収率71% 

読売新聞（1999/03/05） 
地方選挙での投票・立候補について

両方とも認めるべきだ 32.2%

投票は認めるべきだ 33.4%

両方とも認めるべきでない 24.5%

答えない 10%
調査データ：3000人（面接）、回収率67.2% 

産経新聞（2009/08/27） 
設問 YES NO

永住外国人へ地方参政権付与を容認すべきか 5% 95%

むしろ帰化の条件を緩和すべきか 11% 89%

容認すれば、国益が損なわれると思うか 94% 6%
調査データ：1万8,455人（インターネット）（男性1万3,878人、女性4,577人） 
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/090820/sty0908201225003-n1.htm 
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090827/plc0908271948002-n1.htm 

毎日新聞（2009/11/24） 
外国人の参政権に関する意識　選挙権に関する意識 
設問：民主党や公明党などは、日本に永住している外国人に地方参政権を与える法案の提出を検討しています。永住外国人に地方参
政権を与えることに賛成ですか、反対ですか。 

全体 男性 女性

賛成 59 58 59

反対 31 34 29
調査データ：1581人（電話）、回収率67.4% 
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091124ddm005010110000c.html 
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091124ddm010010108000c.html 

FNN世論調査　政治に関するFNN世論調査（2009/11/22） 
設問：Q8.　次の具体的な政策について、実現すべきだと思いますか。そうは思いませんか。それぞれについて、お答えください。 
F）永住外国人に地方参政権を与えること 
実現すべきと思う 53.9%

思わない 34.4%

わからない・どちらともいえない 11.7%
調査データ：1000人（電話） 
http://www.fnn-news.com/archives/yoron/inquiry091123.html 



「外国人参政権」に関する理論的な問題のQ＆A

参政権は「国民固有の権利」なので、外国人には認められないのではないでしょうか？
日本国憲法15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と述べています。 
この場合の「国民固有の権利」という言葉は「国民が当然もっているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたす事のできない
権利」とされています。 

この条文を根拠として「選挙権は、憲法15条により、国民固有の権利であるから、外国人には認められない」といった解釈が主張さ
れる事もありますが、日本政府の有権解釈として、内閣法制局が「憲法15条の「固有の権利」というものは「国民が占有する権利」
ではなく、「国民から奪うべからざる権利」の意味に解釈するのが正当である」と答弁した内容（「日本国籍を喪失した場合の公
務員の地位について」）があり、憲法学の通説も、機械的に国民・外国人の二分法で当てはめるのではなく、権利の性質と外国人の
態様に応じた合理的解釈がされる「性質説」に立っているそうです（近藤敦「外国人参政権に関するQ＆A」）。 
そのため、この主張に関する結論としては、「そういった立論をする事は可能だけれども、政府の有権解釈や憲法学の通説から外れ
た少数説の立場に立った立論になる」という事になると思います。 

国政と地方の政治は一体化しているので、地方といえども外国人に参政権は認められないのではな
いでしょうか？
外国人に参政権を認めるか、という根本の問題点は置いてこの論点のみに絞った場合、そうとは言えないようです。 
日本国憲法15条1項の「国民」概念と93条2項の「住民」の概念の関係は、「二重の正当化」論というもので説明が可能になりま
す。 
国会議員選挙において「国家的正当化」を見る事ができるとするならば、地方議会選挙においては「地域団体的正当化」を見る事
ができます。 

国民主権の原理は上からの「国家的正当化」の連鎖が断たれない事を要請しますが、地方議会の条例制定は「法律の範囲内で」行
う事とされているため、外国人の意向を反映した条例が制定されても、その内容が法律と矛盾する場合は、制度上常に法律の内容が
優先されます。 
そのため、法律に体現される「国家的正当化」が条例によって破られる事はないと考える事ができます（長尾一紘「外国人の参政
権」p.85-86）。 

「納税の義務がある（税金を払っている）外国人には参政権を認めるべきだ」という理論には法的
根拠はあるのでしょうか？
結論からいえば、この理論には法的根拠は全くないとのことです（長尾一紘「外国人の参政権」p.51）。 
日本国憲法は国民主権を基本原理としていて、参政権は国民主権の原理から導かれるものですし、この理論を認めてしまった場合
は、貧困によって納税ができなくなっている日本国民の参政権を停止する事にも繋がってしまいます。 

国は納税者に対して、国防・治安・災害からの安全の他、教育・福祉事業や交通・郵便などの利益給付を行っていますが、外国人も
納税の有無に関わらず、これらのサービスを享受しています。 
そのため、納税の義務を負っているという事情そのものからは選挙権等が生ずると考える事は困難で、こういった理論は、法的議論
ではなく、政治的主張の範囲に留まると思いますし、裁判でもこの手の主張は退けられています。 

ドイツでは外国人参政権が「要請」されているという見解は学説上一致して否定されていたようで
すが、どのような理由だったのでしょうか？
ドイツの場合の外国人参政権を巡る論点は憲法の条項における「国民」概念の解釈についてで、70年代以降20年に渡って議論され
てきたようです。 

すべての国家権力は、国民に由来する（ドイツ憲法20条2項前段）

ラント、郡および市町村においては、国民は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙に基づく議会を有しなければならない（同28条1
項2段）

前者は国民主権条項で、ここに外国人が含まれていないのは定説とされていましたが、後者の地方議会条項では、「国民」の概念に
外国人が含まれるかどうかについては争いがあったようです。 

国政選挙権が「要請」されているという見解に関しては、学説上もほぼ一致して否定されていたようですが、論点となったのは、普
通選挙の原則、平等選挙の原則、一般的平等原則、人間の尊厳の原理、表現の自由、社会国家管理、民主主義原理などになるようで、そ
れぞれ以下の理由で否定されていたようです。 

普通選挙原則（ドイツ憲法38条1項）は、「国民」を選挙から違法に排除する事を禁止するにとどまり、みずから
「国民」の内容を確定する作用を含まない。また、歴史的解釈の観点からも、外国人に対する差別を禁止するものと

は解せられない。

平等選挙原則（同38条1項）は、票の重さの均等を要請する原則であり、選挙権享有主体の範囲の問題とは関係ない。

一般的平等原則（同3条1項・3項）は、合理的差別を禁止するものではない。国籍による参政権の差別は合理的差別
たりうる。

人間の尊厳の原理（同1条1項）は、たしかに各人を政治支配の単なる「客体」とすることを許すものではない。しか
し、外国人は、言論活動などを通して政治的主体性を発揮しうる。また、出身国における選挙権行使の可能性は留保さ

れており、滞在国における選挙権の否認によって、ただちに人間の尊厳が侵害されるわけではない。

表現の自由（同5条1項）は、あくまで世論形成にかかわるのみであり、国家意思の直接的形成にかかわる選挙権の根



拠条項たりえないことは明らかである。

社会国家原理（同20条1項）は、国家目的を定式化したものであり、ここから国政参加への権利を引き出すことは不
可能である。

民主主義原理（同20条1項）については、つぎの点を指摘しうる。外国人は、他国の対人高権に服するなど、滞在国国
民とその法的地位を著しく異にする。民主主義的平等の理念からも、参政権について外国人と国民とひとしく取り扱

う必要はない。

長尾一紘「外国人の参政権」p.86-87 

ドイツでは外国人参政権に違憲判決が出たようですが、その内容はどのようなものだったのでしょ
うか？
外国人参政権はドイツでも議論がされてきましたが、1989年2月にハンブルグ市で8年以上の滞在の全ての外国人に7つの行政区で
の選挙権を付与する法改正、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州の5年以上滞在する外国人に相互主義でデンマーク・スウェーデ
ン・ノルウェー・アイルランド・オランダ出身の外国人に選挙権を付与する法改正がなされました。 

この法改正は合憲性が争われ、1990年10月にドイツの連邦憲法裁判所で「外国人への地方自治体レベルでの参政権保障は違憲」と
判断し、外国人に参政権を認めた法律を違憲無効としました。 
ドイツ連邦憲法裁判所が外国人参政権を「違憲」と判断した根拠は、以下の4点になるようです。 

①まず、文言解釈を根拠にする。憲法は、国民主権の主体と地方自治の主体につき、ともに「国民」（Volk）の語を用いて
いる。このことは、国家権力に対して、選挙によって正当性を与える存在（選挙権者）と、地方自治体の権力に対して、選
挙によって正当性を与える存在が同質でなければならことを示すものだ、とする。 
②第二に、判例は、歴史的解釈を根拠とする。一九世紀において、国家と「市民社会」の対抗という図式の下に、地方自治
体は「市民社会」の側に位置するものとして把握されていた。かくして、ワイマール憲法では。市町村の自治権は「基本
権」として位置づけられていた。市町村をこのように、国家に対抗する存在、「市民の協同団体」として把握するなら
ば、国家と「市町村」は異質の存在となり、国家レヴェルでの議会選挙と地方レヴェルでの議会選挙は、同じ内容の原則
に立脚する必要はないということになる。判決は、原告側のこのような主張を排して、一九世紀においてはともかく、少
なくとも現憲法の下では、地方自治体は国家に対抗する存在ではなく、国家機構の一環をなすものであり、選挙について
も同じ内容の原則に立脚する必要がある、とした。 
③第三に、判決は、地方自治体の権力行使が国家権力の行使そのものである事を強調する。国の事務を行う場合は当然の
こととして、地方自治体本来の事務である「自治事務」についても、このことは同様であるとする。 
④第四の論拠の趣旨は、つぎのような趣旨のものと解される。地方自治体所属員の資格を限定するものではなく、領域に
所属することをもって所属資格の限定とするものである。しかし、この「開放性」は、外国人に対して妥当するものでは
ない。選挙の機能が自治体権力の正当化にある以上、その主体は「国民」でなければならないからである。 
長尾一紘「外国人の参政権」p.153-154 

但し、この判決は欧州統合に伴う議論の中で直近のうちに外国人に参政権を保障しなければならない事も意識されていたため、「国
籍法改正もしくは憲法改正を行えば、外国人参政権の導入は許容されうる」とも判事しています。 
この判事と1992年に締結されたマーストリヒト条約を受けて、ドイツでは1992年に憲法改正がされ、EU市民に限って地方参政権が
認められるようになりました。 

関連項目 

欧州では「EU市民」に限定して地方参政権を認めている国が多いようですが、これは何故でしょうか？

「外国人参政権」に関する理論以外の問題のQ＆A

旧植民地出身者（在日コリアン等）の歴史（国籍）問題と参政権の絡みはどういうものなのでしょ
うか？
1910年に日韓併合条約が結ばれ、朝鮮半島は日本の植民地になりました。それに伴い、朝鮮半島から日本への渡航の自由・朝鮮人の
日本居住が許可されるようになり、職を求めて渡航する朝鮮人が増えましたが（この中には強制連行による人もいます）、第二次世
界大戦での日本の敗戦により、日本は植民地を全て失う事になりました。 

ここで問題となってくるのが、日韓併合～日本の敗戦までに「日本国民」となって日本に渡ってきた旧植民地出身の人達の処遇で
す。 
この人達は敗戦までは「日本国民」という処遇でしたが、日本の敗戦に伴う戦後処理（1947年の外国人登録令（ポツダム勅令第
207号））によって、日本国民ではなく「外国人」に分類されるようになりました。 
こういった処置は、GHQ・日本政府・韓国政府・朝鮮国政府・そして在日諸団体の思惑が絡み合った結果として起きたものです
が、問題となってくるのは、処置を行う際に、「旧植民地出身者一人一人に国籍の選択権を与えず、全員一律に日本国籍を剥奪すると
いう対応を行った事」です。 

この事に関しては、法律的には違法と解釈するのは難しいですが、旧植民地出身者に対する「戦後責任」としての政治的な問題とな
り、国会議員レベルでは、解決策として以下のようなものが提案されています。 
①特に何もしない 
②旧植民地出身者の権利を元々もっていた権利（日本人としての権利）に近づけるために外国人として参政権を認める 
③外国人としての参政権は認めないが、旧植民地出身者に関してはその歴史的経緯から考え、国籍の選択権を与える（国籍取得特例
法案） 

なお、「旧植民地出身者に限って二重国籍を認める」という方法も提案されていますが、韓国は二重国籍を認めるのは「国益に資す
るエリート外国人」限定の対応のため、仮に日本が重国籍を認めたとしても、22歳以降は日本国籍を放棄して韓国籍を選択しない限
りは韓国籍は維持できないようになっています。 



関連項目 

外国人政策/在日コリアン

旧植民地出身者（在日コリアン等）を対象とした「国籍取得特例法案」はどういうものだったのでしょうか？

旧植民地出身者（在日コリアン等）は日本の都合で国籍を剥奪されましたが、国籍選択権を与えないのは違法だったのでしょう

か？

参考サイト 

日韓併合条約 - Wikipedia

韓国「頭脳流出」深刻化、「二重国籍」導入が必要　中央日報

「エリート外国人」に二重国籍付与へ　朝鮮日報 

国益に寄与してくれる外国人に二重国籍を許可　中央日報 

旧植民地出身者（在日コリアン等）を対象とした「国籍取得特例法案」はどういうものだったので
しょうか？
旧植民地出陳者に対する「戦後の歴史問題（戦後処理の問題）」を解決するための方法としては、外国人参政権が掲げられていま
したが、それとは別個に戦後処理の問題を解決するため、旧植民地出身者（在日コリアン等）及びその子孫に国籍選択権を付与する
事を柱とした法案です。 

現在、旧植民地出身者（在日コリアン等）が日本国籍を取得する場合は、通常の帰化手続きを踏まなければならず、二世以降は日本
に永住する意思を固めて国籍取得に条件が揃っているとはいえ、帰化を行政書士に頼むと30万円程度の費用がかかる事、親類の素行
によっては帰化が認められないケースもある事などから、旧植民地出身者限定でこういった手続きを簡略化して届出を出すだけで
帰化ができるようにする（旧植民地出身者一人一人に日本国籍の選択権を与える）という内容です。 
なお、この法案は2000年の時に外国人参政権の代替案として浮上し、2008年にも再提出が検討されましたが、今現在は成立していま
せん。 

関連項目 

外国人政策/在日コリアン

旧植民地出身者（在日コリアン等）の歴史（国籍）問題と参政権の絡みはどういうものなのでしょうか？

旧植民地出身者（在日コリアン等）は日本の都合で国籍を剥奪されましたが、国籍選択権を与えないのは違法だったのでしょう

か？

参考サイト 

自民の国籍特例法案を歓迎する在日コリアンと日本人が集う－JanJanニュース

在日とは、どういう外国人か？　（国籍取得条件とからめて） - あるコリア系日本人の徒然草

国籍取得特例法案 - Korean Japanese

旧植民地出身者（在日コリアン等）は日本の都合で国籍を剥奪されましたが、国籍選択権を与えな
いのは違法だったのでしょうか？
今現在の視点で見れば、在日コリアンの人達に対して、韓国・朝鮮籍もしくは日本国籍の好きな方を選択できる国籍選択権を与える
制度がベターだったという事になるかもしれませんが、当時は、そういった提案に対して韓国政府が拒否的態度を示し、在日朝鮮人
自身も消極的態度だったようですので、この点をとりあげて選択制度をとらなかった事は違法であると解釈するのは厳しいようで
す（長尾一紘「外国人の参政権」）。 

昭和二十四年に韓国政府からマッカーサーあての書簡において、「三千万大韓民国人は日韓併合を認めないから、在日朝鮮人は連合
国人の待遇を保有しなければならないという事、そして、日本の敗戦により日本国籍は一九四五年八月十五日に喪失したのであるか
ら国籍選択権などというのは詭弁である」という趣旨が記されています（小柳稔「対日平和条約による国籍の変動について」民事
月報四六巻）。 

但し、これは法律解釈としての問題で、政治的には「旧植民地出身者一人一人に意思を確認せず（選択権を与えず）、全員一律に日
本国籍を剥奪するという対応を行った事」は問題であるとされ、代替案として、地方参政権や国籍取得特例法案が検討されていま
す。 

関連項目 

旧植民地出身者（在日コリアン等）の歴史（国籍）問題と参政権の絡みはどういうものなのでしょうか？

旧植民地出身者（在日コリアン等）を対象とした「国籍取得特例法案」はどういうものだったのでしょうか？

参考サイト 

在日朝鮮人の「国籍」について｜泰然自若＠SNU

戦後「在日神話」としての国籍剥奪という嘘　ニュース保存用

東洋思想特集「在日朝鮮人」



旧植民地出身者（在日コリアン等）は強制連行されてきたので、戦後処理の一環として地方参政権
を与えるべきではないでしょうか？

かつてわが国が三十六年間植民地支配をした時代に、朝鮮半島から(強制)連行してきた人たちが、今七十万人といわれる
在日を構成している。一世はかつて、日本国民として創氏改名をさせられ、兵役にも従事し、日本国民として困難な時代
を乗り切ることになった。従って、日本社会に貢献し義務を果たした一世やその子孫にわが国の地方参政権を与えるこ
とは、日本が国際国家としてありうる道でないかと一人の政治家として考える（野中広務幹事長：当時）（産経新聞
/2000/09/21） 

この発言の元になる事実関係は、以下のようになるようです。 
×　在日コリアン（一世）を構成するのは、戦時中に強制連行されてきた人々ばかりである 
×　在日コリアンの中には、強制連行されてきた人はいなかった 
○　強制連行されてきた朝鮮人は多数いたが、その大多数は終戦時に帰還（140万人が帰還）した。強制連行にルーツを持つ人数は
論争有り 

論争に関しては、以下の説が有力です。 
①狭い意味での強制連行（「国家総動員法」に基づく国内徴用令が朝鮮にも適用された帰還）：245人（外務省の調査） 
②広い意味での強制連行（1939年の「朝鮮人内地移送計画」～終戦までの期間）：全体の13～14%くらいという説が有力 
それ以外にも諸説ありますが、その事と参政権を結びつけるかどうかは、論者の政治的立場によって違ってくると思います。 

参考サイト 

在日韓国・朝鮮人 - Wikipedia

大半、自由意思で居住　外務省、在日朝鮮人で発表　戦時徴用は245人（朝日新聞/1959/07/13）

在日外国人団体の中で、北朝鮮系の朝鮮総連の方は外国人参政権に反対しているのはなぜですか？
朝鮮総連の主張する理由は、以下の４点になるようです。 
①日本への内政干渉、民族分断につながるおそれがある（韓国系の民団はこの法案に賛成） 
②朝・日国交正常化が実現せず、治安対象とされてきた在日朝鮮人の法的地位問題が根本的に解決していないので時期尚早 
③民族的尊厳が認められない日本社会の差別の現状に目をつむり地方参政権をいう前に、生活と教育、企業活動などの権利保証が重
要 
④在日朝鮮同胞の民族的主体性を否定し、帰化・同化現象を促す（田久保忠衛「国家を見失った日本人」p.102-105） 

上記のような主張の背景には、在日の外国人団体の中でも、韓国系の民団の方は「日本に定住する住民」としての意識から各種の権
利獲得運動に積極的な事とは対称的に、北朝鮮系の朝鮮総連の方は「北朝鮮の海外公民」として自己を定義しているため、日本にお
ける参政権獲得の運動等には批判的であるというものがあります。 
そのため、80年代の外国人登録の指紋捺印拒否運動の際にも、総連系朝鮮人は「外国人」として日本の法律に従い、指紋捺印を拒否
しなかったという事もあります。 

参考サイト 

特集-同胞を欺く「参政権運動」 その危険性　朝鮮新報

欧州では「EU市民」に限定して地方参政権を認めている国が多いようですが、これは何故でしょう
か？
欧州の場合は政治統合までを視野に入れた「欧州共同体」というものを目指しているからですが、直接の理由としては、1992年に
締結されたマーストリヒト条約を挙げる事ができます。 
この条約は「共同体市民権」を創設しましたが、その内容として、EC内を自由に移動し居住する権利、居住国において欧州議会選挙
に参加しうる権利、自国の代表が置かれていない第三国において他の構成国の外交的・領土的保護権を受ける権利などと並んで、
EC内の居住国で外国人として地方選挙に参加する権利が挙げられました。 

この条約に基づき、1994年12月にEU理事会は地方選挙参加権の内容を具体的に示すために理事会指令第94/80号を発しました。 
内容は以下の通りになり、これを受けてドイツ・フランスでは外国人の参政権を導入するために憲法改正がされました。 
①EU市民が参加できる地方選挙→基礎的な地方行政単位の選挙 
②自治体議会の選挙での権利→選挙権・被選挙権が保障 
③地方自治体の首長選挙での権利→選挙権が保障、被選挙権に関しては構成各国の自主的判断による 

最近の新聞報道・ブログ記事

外国人参政権に関する新聞報道（自動検索）
newsプラグインエラー:「参政権」の検索結果を取得できませんでした

（７）在外国民選挙、有権者登録率は５％にも及ばず - 東亜日報

旧黒人居住区ソウェトの変貌と停滞 南アフリカ - 朝日新聞

<在外選挙人登録>土・日曜も受け付け…「1人でも多く」伸び期待 - 民団新聞

冬柴鉄三氏「お別れ会」に2000人 - 民団新聞

1/30 「4・5釜ヶ崎大弾圧」裁判が結審 - 人民新聞

きょうの潮流 - しんぶん赤旗



共に生きる・トブロサルダ：大阪コリアンの目／８８ ／大阪 - 毎日新聞

平和・人権学習「岐路に立つ国際化社会」（川崎） - カナロコ（神奈川新聞）

イスラム系野党連合が躍進 クウェート議会 - 朝日新聞

キューピー“助っ人” - 読売新聞

外国人参政権に関するブログ記事（自動検索）
2012年02月15日(水) 

モンスター・ママ（メモ7） アンチ・フェミニズム？？
2012年02月14日(火) 

ちょととやりすぎ

米国・中国ともに内戦必至の様相と見る向きがありますが、有 ...

あの世に金は持っていけない 「船中八策」説明

俺は橋下大先生にごめんなさいしないといけないね

【人権救済擁護法案】「問題点、極めて多い」 人権委法案に ...

いつもマスコミに騙されて反日思想に染まって頭の悪い主婦様へ！

投票権、いらないじゃん。（＾＾；

♪しらけ鳥飛んでいく南の空へ惨（みじ）め 惨（みじ）め♪ ...

杜撰な民主党の年金設計案 これでは小宮山大臣ではむりです。

「報道２００１」より麻生元総理の正論・・・消費税増税、デ ...

ＮＨＫが放送しないH24/02/13衆院予算員会[国会中継を見よう]

橋下徹大阪市長の地方分権化構想は危険

2月13日(月)のつぶやき その４

総選挙に勝つための戦略と戦術

2012年02月13日(月) 

TPP参加・・・消費税値上げ・・・橋下氏維新は民主党と同じ ...

竜馬気取りのヤツでまともな人間はいない

第１８０回国会向け請願署名募集開始 ＆ 第３回公開勉強会開催

必見 民主党 歴史に残る政権交代？

好きな論点～憲法社会権、参政権編～

ホント、懲りないなぁ～

民主・高橋昭一議員、維新の会政治塾に応募…「政治信念はい ...

気になるニュース、さらっとドン。

急務なのは円高を食い止め、遅れに遅れてる復興事業に大型予 ...

橋下の強制調査と「排除するということ」

日本の小沢一郎氏、フランスのフランソワ・ホランド氏、米国 ...

大阪府に余語邦彦？

【堺からのアピール：教育基本条例案を撤回せよ】弁護士事務 ...

塚本先生2月下旬世評「日本は下り坂か」

米国憲法の時代遅れ

2月12日(日)のつぶやき その１

●超拡散《「教育現場」からの告発第１０弾;浅野中学校入試問題)
2012年02月12日(日) 

３．１１人工地震多発テロ 321－2

こいつらとつきあいたくねえ。（＾＾；

【韓国】４月の総選挙、在外選挙人の登録低調 10日現在、登 ...

"＜法務省悲願の三法案＞と呼ばれているのが、以下の三つ。 ...

－ タイトルなし －

大阪維新の会もTPP推進派だそうだ・・・。

第１８０回国会（現在開会中）向け請願署名、募集開始

私たちの自由を奪う法案。

スパイは死刑にしましょうよ。外患誘致で死刑にすべき存在が ...

橋下「維新の会」ＴＰＰ賛成へ！？マニフェスト決定・・・マ ...



女子会

2012年02月11日(土) 

Twitter on Fri, Feb 10

建国記念の日に思うこと

【FX】ユーロドルの戻り天井

2/11のついったぁ。

もう完全に除外すべきですね！橋下TPP参加表明

イ・ミョンバク「日本はパチンコを守るニダ」

インチキ署名集め

合計： 147438 今日： 1 昨日： 32 
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